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第３章 
共通評価項目第 3版の臨床利用の利点 

 
はじめに 

前章に共通評価項目第 2版の研究結果を概

観し、第 3版への改訂のプロセスを示すとと

もに、第 3版の全項目の評定者間信頼性を示

した。各項目に十分な評定者間信頼性が得ら

れたことで、共通評価項目第 3版は全国の多

機関が臨床場面で用いた際に第 2版よりも各

施設が同一の基準で評価しているということ

が言える。第 2版では十分な評定者間信頼性

が得られていなかった項目もあったことから、

評定者間信頼性の低い項目は、評定者によっ

て、また機関によって基準がずれていた可能

性が否めない。第 3版に移行することにより、

評定者間信頼性の問題、即ち評定者による基

準のずれの問題は解消される。これは全国の

医療観察法医療で共通して使用される尺度と

しては、各地で対象者を同一の基準で評価す

るという意味で重要である。 

第 3版への改訂の際、基準関連妥当性ない

し収束妥当性に疑問の生じた項目は改訂した。

具体的には【対人暴力】と【コンプライアン

ス】は妥当性の問題から改訂を行っている。

【対人暴力】は BSI「社会的リスクアセスメ

ント」との間に相関がなく、評定期間内の暴

力の有無は示しているが、暴力の危険性を表

しているわけではない。【コンプライアンス】

は DAI-30 との間に相関がない、すなわち服

薬に対する態度と関連しておらず、対象者の

治療に対する構えを反映していないと考えら

れた。これらの項目は本来測定したいものと

異なっているものを測定していたということ

であり、評定によって欲しい情報が得られな

い。このような項目は評定によって誤った結

論に導くものであり、改訂することで解釈の

誤りを修正することができる。 

第 3版では上記のように評定者間信頼性な

いし収束妥当性に問題のある項目を改訂した

ことに加え、これまで行ってきた統計解析の

結果を解説に付け加えた。これにより、解説

を見ながら評定する際に、実証研究から明ら

かになっている各項目の性質を参照すること

ができる。中でも重要なのは予測妥当性研究

の結果である。通院移行後の自殺企図、暴力

（身体的暴力・性的暴力・非身体的暴力を含

む）、問題行動（左記の暴力に加え、放火、医

療への不遵守、Al・物質関連問題のいずれか

の発生を含む）に関連する項目を明示するこ

とにより、通院移行後の問題事象の発生を回

避することに焦点化した医療を行うことが促

進される。また、通院移行後の自殺企図、暴

力、問題行動を予測するための項目の組み合

わせを示すことにより、指定された項目を加

算することで上記問題事象の危険性の程度を

見積もることができる。これにより、問題事

象の発生を回避しながら、危険性の低い事例

については早期退院につなげることが可能と

なる。 

このように、実証研究の積み上げによって

改訂された第 3版を利用することで、①評定

の信頼性の向上、②評定の妥当性の向上に加

え、③問題事象の発生を回避するための医療

の焦点化と退院の促進に貢献することが可能

となる。 

事項では仮想事例を用い、上記の治療の焦

点化の実際について例示する。 

 

仮想事例による第 3版臨床利用の実際 

仮想事例 42歳 男性 統合失調症 

対象行為：傷害 

単身生活していた公営住宅で、隣人が対象

者の別れた妻（他県に在住）につきまとって

いると考え、隣人を問いただそうとしたとこ
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ろ、被害者が相手にしなかったため、胸ぐら

をつかんで殴る、蹴る等し、全治 1週間の傷

害を負わせたもの。 

生育歴・現病歴：対象者が中学生時に両親

離婚し、以後は母、姉と生活した。高校卒業

後、トラック運転手として稼働した。23歳で

結婚、二児をもうける。28歳時に統合失調症

発症。通院加療していたが、33 歳時に離婚。

34 歳時に友人の工務店を無給で手伝うよう

になったが、36歳時にコンビニ強盗を起こし

て服役した。受刑中から精神科治療は必要な

いと判断され、以後精神科治療は対象行為ま

で途絶えている。39歳で出所後、生活保護を

申請して対象行為のあった公営住宅に単身居

住した。40歳からドラッグストアの倉庫で勤

務し、週 1回から徐々に勤務日数が増え、対

象行為の半年前からは週 5日間の勤務になり、

生活保護が打ち切られていた。対象行為の 3

週間前にはそれまで整っていた身だしなみが

乱れ、髭を伸ばし、徐々に服も汚れて臭いが

することもあったと言われている。対象行為

1週間前から無断欠勤があった。 

入院後の経過：入院時、髭が 10cm程度伸

びていたが、情緒的には落ち着いていた。髭

は 1ヶ月後に剃り、以後は毎日剃っている。 

入院当初から病識はなかったが、対象行為

について「良くないことをしました」と語り、

治療への受け入れは良かった。入院初期から

被害者については「良くないことをしました」

と言う。「グリコ、森永のロゴマークは自分が

保育園の時に作った」と言うが、他に明らか

な幻覚・妄想は認められない 

鑑定書・一件調書を対象者と確認した後、

「疑っていたようですね」と対象行為前の状

態の変化を認めるようになった 

 事例の初回入院継続申請時の共通評価項目

（第 3 版）の評定結果を表１～表 3 に示す。

表 1～表 3では第 2章に示した各項目の予測

妥当性に関する研究のうち、通院移行後の自

殺企図ないし何らかの暴力または問題行動に

関連のあった項目に下線をつけて示し、それ

らの項目の評定を枠囲みで示した。表１～表

３の結果、過去にグリコや森永のロゴマーク

を作ったという誇大妄想は維持されているが、

通院移行後の暴力・問題行動・自傷に関わる

項目では、通院移行後の暴力や問題行動に関

わる【対象行為以外の他害行為への内省】、【対

象行為の要因理解】、【治療効果】、【物質乱用】

がそれぞれ１点であり、変化しにくい【知的

障害】と【個人的支援】が２点であった一方、

退院後の問題行動や暴力につながる他の項目、

【興奮】【怒り】【不安・緊張】【衝動コントロ

ール】とその全ての小項目、【ストレス】【金

銭管理】【家事や料理】【反社会性】（第 2 版

では【非社会性】）はいずれも０点であり、退

院後の自傷・自殺企図につながる【家事や料

理】と【抑うつ】はいずれも 0 点であった。

表 3の最後に示されている予測のための変数

の組合計点を見ても、この時点の評価で低い

値が得られている。この共通評価項目第 3版

の評価結果から、事例の初回入院継続申請後

の治療方針としては、通院移行後の自殺企図

や問題行動の危険性が低いことから①早期の

退院を目指すことと、②物質乱用、個人的支

援の問題へのカバーを計画すること、③内省

に関し、悪化の経過は認めるようになってい

るものの、やや他人事のような部分、他害行

為の責任も自分のこととして受け入れる事が

薄い面をリスク要因と考え、知的障害による

限界もあるが、可能な範囲自分の責任を受け

入れてもらえるようアプローチすることの 3

点が大きな方針として考えられる。 

 

第 3版へ移行することによる臨床上の変化 

 前項に第 3版の利用について事例を通じて

示した。表１から表 3 へと評定を進めると、

第 2 版から第 3 版への変更点の一つとして、

第 1章で示したように初版の作成時に厚生労
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働省から追加されたカテゴリ分けを因子分析

結果に基づいて変更したことで、概念的なま

とまりよりもこれまでの入院対象者になされ

た評定に沿って再配列されており、実際に評

定が連動しやすい項目をまとまって評定する

ことが可能になる。また疾病により直接的に

関わる【疾病治療】の項目群よりも気分、生

活能力、衝動に関わる【セルフコントロール】

の項目群が問題行動等のリスクへの関連が強

いことが意識される等、項目群の性質を意識

しやすくなる。また第 2版の【生活能力】を

【日常生活能力】と【活動性・社会性】を分

けた事によって日常生活をより細かにイメー

ジしながら評定しやすくなり、かつ問題行動

に対する ADL の予測力の高さもあり、ADL

を丁寧に評価する意識が高められる。 

 更に、前項に直接的に表れていた、第 2版

から第 3版への変化は、統計的な研究結果に

基づいたリスクの意識化である。予測のため

の項目のセットから、リスクの高さを考え、

リスクに応じた治療の速度とサービスの加配

を調整する。即ちリスクの低い対象者には入

院期間を短縮し、リスクに関わる領域にサー

ビスを重点的に配分することが促される。ま

た 19中項目と 46小項目の評価を同列に扱う

のではなく、予測力の結果をもとに、項目の

評定結果に重みを考えることにより、治療計

画をリスク優先に焦点化することが促される。

しかし第 2章に述べたように医療観察法医療

はリスクの防止だけではなく、共通評価項目

第 3版もリスクへの関連が薄い問題も評価す

る。その結果、共通評価項目第 3版の評価に

沿って治療を進める時に、治療者はリスクに

関連する部分だけを治療することではなく、

リスクに関連する部分を優先的に治療しなが

ら、リスク重視で決められる治療期間に応じ

て、リスクに関連しない部分も治療するよう

な、治療アプローチの傾斜配置である。 

このような、リスク要因を重視しつつ、そ

の他の要因も可能な範囲治療の対象とすると

いう在り方は、「継続的かつ適切な医療並びに

その確保のために必要な観察及び指導を行う

ことによって、その病状の改善及びこれに伴

う同様の行為の再発の防止を図り、もってそ

の社会復帰を促進することを目的とする」と

いう医療観察法第 1条の目的、および医療観

察法附則第 3条に掲げられる精神医療の水準

の向上に対し、一つの道筋を示すものと考え

られる。 

 

おわりに 

 本研究は共通評価項目の信頼性と妥当性に

関する研究を推し進め、改訂することと共に、

各項目による予測力の検証を通じ、対象者の

将来の問題行動に関わる点を明らかにし、治

療の焦点化を促すことも目的とし、2013年か

ら 3ヶ年に渡って推し進められてきた。指定

入院医療機関の電子カルテの改訂やガイドラ

インの改訂といった要因により、3 ヶ年の中

で尺度の頒布まで至ることはできなかったが、

本項で述べたように、第 3版の使用によって

評価の信頼性と妥当性が向上し、かつリスク

に対してより力を入れる医療を促すことがで

きる。よって研究は当初の目的を十分達成す

ることができたと言え、今後は第 3版の導入

と臨床利用の広がりが期待される。 

 次章以降では、本研究によって収集された

データの共通評価項目以外の解析について、

要約して紹介する。 
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表 1 事例の共通評価項目第３版評定 
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表２ 事例の共通評価項目第３版評定（つづき） 
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表 3 事例の共通評価項目第３版評定（つづき） 

 


